
より正確にあんしん生命の「がん治療支援保険 NEO」を知っていただくた
めに、とくにしっかりお伝えしたいポイントに左のマークを付けました。
ご契約の前には、同封の「契約概要」「注意喚起情報」とあわせて必ずご確認
くださいますようお願いいたします。
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募資 15-KL04-T014　GKL04-111   ’15.7新（部）営企ライフプロ保管（2.0）

募集代理店　　募集代理店は同封の送付状「募集代理店」欄をご覧ください。

東京都千代田区丸の内1-2-1　東京海上日動ビル新館　〒100-005

引受保険会社

ご対応時間／9:00～18:00　　土曜・日曜・祝日及び当社休業日は休みとさせていただいております。

0120-889-564あんしんサポートデスク
ハ　ヤ　ク　　コール　ヨ

保障内容、お申込方法などでご不明な点・ご質問などございましたら、
下記のフリーダイヤルまでお気軽にお問い合せください。

「初めてのがん」にも「長引く通院治療」にも、

あんしんながん保険

時代とともにがん治療は変化して　きています。

POINT POINT

がん治療は、一人ひとりの症状や生活状況、医療環境によって異なります。　だから　　　こそ、それぞれのニーズや状況にあわせた保障が重要です。

保険料払込免除 ●悪性新生物保険料払込免除特則を付加することで、悪性新生物と診断確定おすすめ！

早期発見
できるように

納得できる治療方法
が選べるように

早期治療 手術・放射線治療

●CTスキャンやPET検査、MRIなど、検査技術の進化に
より、がんは早期に発見できるようになってきています。

●がん検診を受ける人が増加しています。

●早期発見とがん告知が一般化してきたことで、セカンドオ
ピニオンを検討する人も増加。　　　　　　　　　　　
治療方法を選べる時代になってきました。

検査技術の進化

がん検診を受ける人が増加 治療方法を選べる時代

●所定の手術の給付金に加え、
　がん先進医療特約を付加することで
　先進医療の技術料を通算2,000万円まで保障！

初回診断 保険金
悪性新生物診断 給付金 手術 給付金 先進医療 給付金

●がん（悪性新生物・上皮内新生物）と診断確定されたら、
　一時金でしっかり保障！
●再発・他の臓器への転移、新たな悪性新生物でも
　「診断給付金」は何度でもお受け取りいただけます。※2

※1  保険期間を通じて1回のみとします。
※2  2年に1回を支払限度とします。上皮内新生物に対する診断給付金は保険期間を通じて1回とします。

がん発病後の5年生存率（全がん/5年相対生存率）

（公財）がん研究振興財団「がんの統計‘14」

93.2％Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

83.4％

52.9％

21.0％

早期発見すればがんは怖くない 放射線治療を受ける人は増加しています
早期治療のデータ 手術・放射線のデータ

2005年 2007年 2009年 2010年

198,000
218,000

240,000

162,000 181,000
201,000

211,000

251,000
（人）放射線治療の推定実患者数・

推定新規患者数

推定実患者数
推定新規患者数

が
ん
治
療
の
流
れ

治療方法の
選択

早期発見・
診断最近は

がんと診断以前は

※1
（放射線治療を含む）

公益社団法人　日本放射線腫瘍学会　「全国放射線治療施設の2010年定期構造調査報告」

●この保険では、契約者貸付、保険料の自動振替貸付はお取り扱いしておりません。
●この保険には終身タイプと有期タイプがあります。有期タイプのご契約の場合、保険期間
が満了したときは、９０歳までご契約を更新することができます。
●更新後契約の保険期間は、更新前と同一の保険期間とします。（ただし、当社の定めるとこ
ろにより保険期間を変更して更新されることがあります。）
●更新後契約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算しま
す。したがって、更新後の保険料は、更新前の保険料と異なります。
●更新後契約には更新時の普通保険約款および特約条項が適用されます。
●ご契約が更新された場合、給付金の支払、保険料の払込免除、責任開始期につきましては、
更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。

●保険期間満了日の翌日の被保険者の年齢が９０歳を超える場合等、所定の場合は更新できません。
●保険期間満了日の２か月前までにご契約者から請求があった場合には、更新後契約の保険
期間を終身（保険料払込期間も終身）とすることができます。（一部特約を除きます。）
●抗がん剤治療特約およびがん先進医療特約については、次の点にご留意ください。
①更新後の特約の保険期間は１０年とします。ただし、更新後の特約の保険期間満了日の翌日
における被保険者の年齢が９０歳を超える場合は、１年以上の整数年で、かつ、更新後の特約
の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が９０歳となる期間に短縮されます。

②主契約の保険料払込期間が有期の場合、上記のほか、次のとおりとします。
・更新日から主契約の保険料払込期間満了日までの期間が１０年に満たない場合は、更新
後の特約の保険期間は主契約の保険料払込期間満了日までに短縮されます。
・主契約の保険料払込期間満了後に特約が更新される場合は、特約保険料のみのお払込みが必要です。

主契約・特約 ご注意事項等保険金・給付金の種類 お支払事由の概要 お支払いする保険金額・給付金額等

・保険期間の始期からその日を含めて９０日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その
日からご契約上の保障を開始します。
・責任開始期の前日までにがんと診断確定された場合は、ご契約者、被保険者または給
付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約は無効とします。

保険金・給付金のお支払事由

保険契約の自動更新について

この保険の主契約および特約につきましては、契約者配当金はありません。

この保険で支払われる保険金・給付金は以下のとおりです。（特約の保険金・給付金については、付加された場合のみお支払いの対象となります。）保険金・給付金を
お支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

主契約
（がん治療支援
保険NEO

（無解約返戻金型））

がん手術特約

がん通院特約

悪性新生物
初回診断特約

抗がん剤
治療特約

がん先進医療
特約

診断給付金

入院給付金

手術給付金

通院給付金

診断保険金

治療給付金

先進医療給付金

特
約（
ご
契
約
に
付
加
し
た
場
合
の
み
対
象
に
な
り
ま
す
）

（※１）２回目以降の診断給付金は、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて２年経過後にお支払事由に該当した場合に限り、お支払いします。

1 責任開始期（ご契約上の保障を開始する時期）について
＜ご注意事項＞

・この保険では、悪性新生物および上皮内新生物を合わせて「がん」といいます。
・悪性新生物および上皮内新生物は、それぞれ普通保険約款・特約条項の別表に定めるものとします。
・がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。た
だし、病理組織学的所見が得られない場合、その他の所見を認めることがあります。

2

1 2

1 2

1 2

がんの定義と診断確定について ・公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由
を変更することがあります。その場合、変更日の２か月前までにご契約者にその旨をご案内します。

4

1 2 4

公的医療保険制度が変更された場合のお取扱いについて

・先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める
先進医療（厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるも
のに限ります。）をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象
となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の
対象になる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。

5

1 2 4 5

先進医療について

・ファイバースコープによる手術や放射線照射などは、６０日間に１回をお支払いの限度
とします。また、手術の種類によっては、お支払いの対象とならない手術もあります。

3

1 2 3

手術給付金について

以下のいずれかに該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。
・保険期間の始期以後の疾病または傷害を直接の原因として、所定の高度障害状態になったとき
・保険期間の始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日からその日を
含めて１８０日以内に所定の身体障害状態になったとき
・悪性新生物保険料払込免除特則が付加されている場合で、責任開始期（※２）以後に初めて
悪性新生物（※３）と診断確定（※４）されたとき

　（※２）保険期間の始期からその日を含めて９０日を経過した日の翌日とします。
　（※３）悪性新生物は、普通保険約款の別表に定めるものとします。上皮内新生物は対象になりません。
　（※４）悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。

ただし、病理組織学的所見が認められない場合、その他の所見を認めることがあります。
付加された特約部分の保険料も含めて、保険料のお払込みが免除となります。

以下の①または②に該当したとき
①悪性新生物と診断確定された場合で次のいずれかに該当したとき
・初めて悪性新生物と診断確定されたとき
・悪性新生物が治癒または寛解状態となった後、再発したと診断確定されたとき
・悪性新生物が他の臓器に転移したと診断確定されたとき
・悪性新生物が新たに生じたと診断確定されたとき
②初めて上皮内新生物と診断確定されたとき
がんの治療を直接の目的として所定の入院をしたとき
がんの治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
（所定の手術には、所定の放射線治療を含みます。）

診断給付金額
支払限度回数 ２年に１回（※１）
ただし、上皮内新生物に対する
診断給付金は保険期間を通じて１回

入院給付金日額×入院日数

がんの治療を直接の目的として所定の入院をし、かつ、入院の原因となった
がんの治療を目的として、以下のいずれかの期間内に所定の通院をしたとき
●入院日の前日からその日を含めて遡及して６０日以内
●退院日の翌日からその日を含めて１８０日以内
初めて悪性新生物と診断確定されたとき

以下のすべてを満たす所定の入院または通院をしたとき
●がんの治療を直接の目的とした入院または通院
●公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、
　所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院
がんの治療を直接の目的として、公的医療保険制度における所定の先進
医療を受けたとき

手術給付金額

通院給付金日額×通院日数
支払限度日数 １入院４５日／通算７３０日

診断保険金額
支払限度回数 保険期間を通じて１回
（お支払事由該当月ごとに）
治療給付金額
支払限度月数 通算６０か月
先進医療にかかわる技術料
支払限度額 通算２,０００万円

<保険料払込みの免除について>
配当について

この保険は「保険種類のご案内」に記載されている疾病・医療保険です。「保険種類のご案内」
は、当社の取扱者/代理店または営業店にご請求ください。

保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内｣をご覧ください。

●解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料の
払込年月数などにより異なります。
●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
●保険料払込期間満了後の解約返戻金は、次の①、②のうちいずれか小さい額とします。
　 ①解約返戻金を低く制限しない場合の解約返戻金の３０％
　 ②診断給付金額の１０分の１
●付加される特約については保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●したがいまして、ご契約を途中でおやめになると、解約返戻金はまったくないか、あっても
お払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。

解約返戻金について

生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社
の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契
約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対し
て当社が承諾したときに有効に成立します。なお、当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の
身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、当社カスタマーセンターまでご連絡ください。

生命保険の募集人について

「契約概要」「注意喚起情報」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載してい
ます。お申込の前に必ずお読みいただき、内容をご確認ご了解のうえ、大切に保管してください。

ご契約の際には｢契約概要｣｢注意喚起情報｣を必ずご覧ください。

主な記載
事項

●保険の特長としくみ　●保険金・給付金等のお支払い　●解約返戻金　●特約について
●クーリング・オフ　●保険会社の責任開始期  ●健康状態・職業などの告知義務　  など

時代とともにがん治療は変化して　きています。

POINT POINT

がん治療は、一人ひとりの症状や生活状況、医療環境によって異なります。　だから　　　こそ、それぞれのニーズや状況にあわせた保障が重要です。

●悪性新生物保険料払込特則を付加することで、悪性新生物と診断確定され　　　　された場合、以後の保険料はいただきません！ 　●保障は継続し、 経済的負担をサポート！

入院日数
が短期化

通院治療
が進歩

入院・通院

●医療技術や抗がん剤の進歩によって、入院日数は
短縮の傾向にあります。
●診療報酬制度の改定も、入院日数の短縮を　　　
促しています。

●副作用の少ない抗がん剤などの登場で入院ではなく
通院による治療も増えています。
●通院治療により、今までどおりに働けなくなり、　　　　
収入が減ることも考えられます。

抗がん剤の進歩

診療報酬制度の改定も、入院日数の短縮を　　　
通院による治療も増えています。

収入が減る

抗がん剤

●最新の治療実態に合わせた対応！ ●「入院給付金」「通院給付金」で
　入院・通院によるがん治療にもしっかり対応！

（抗がん剤治療）
治療給付金 入院 給付金 通院 給付金

厚生労働省「患者調査　平成17年、20年、23年」

がん（悪性新生物）の推計外来患者数と平均在院日数

独立行政法人　医薬品医療機器総合機構ホームページより当社作成

抗がん剤（抗悪性腫瘍用薬）の承認数
新しい抗がん剤が次 と々認可されています 通院によるがん治療も増加しています
抗がん剤のデータ 通院のデータ

2009年度

17

2010年度

15

2011年度

22 21

2012年度

26

2013年度 2005年 2008年 2011年

204,600人

218,200人24.6日

20万人 20日

25日
24日
23日
22日
21日

21万人

22万人

外来患者数 平均在院日数
219,900人

22.4日

19.5日

通院入院・手術

通院入院・手 術



保険期間の始期（90日間の免責） 保障の開始（責任開始期）

保険期間の始期から90日を経過した日の翌日
▼

●
申
込
書
・
告
知
書
等
書
類
受
付

2月1月 3月 4月 5月

第1回保険料払込期間 第1回保険料払込猶予期間

11日

●
契
約
日

1日 1日

第
1
回（
2
月
分
）

保
険
料
の
口
座
振
替

27日 末日まで

第
1
回
・
第
2
回
・
第
3
回

（
4
月
分
）保
険
料
の
払
込

（
コ
ン
ビ
ニ
払
ま
た
は
振
込
等
）

第
1
回
（
2
月
分
）

第
2
回
（
3
月
分
）

保
険
料
の
口
座
振
替

27日

保険期間の始期（保障は保険期間の始期から、その日を含めて90日を経過した日の翌日から開始します。）
　　　●

口座請求が
間に合わない場合も

あります

・口座請求が
　間に合わなかった
　場合
・振替できなかった
　場合

第1回保険料、
第2回保険料
ともに振替
できなかった
場合

4
月
末
ま
で
に
お
払
込
み

さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は

保
険
期
間
の
始
期
に
遡
っ
て
無
効

●第1回保険料のお払込方法を口座振替として、「責任開始期に関する特約｣を付加した
ご契約をお申込みいただき、当社が承諾（お引受けすることを決定）した場合には、
ご契約の「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時を保険期間
の始期とします。保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日が責
任開始期となります。
●月払契約の契約日は、保険期間の始期の属する月の翌月1日となります。
　（契約年齢は契約日時点での満年齢となります。）
●原則として、「第1回保険料払込期間」※1 内の所定の振替日に指定口座から第1回保
険料の振替を行ないます。
●「第1回保険料払込期間」内に第 1 回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所
定の振替日（「第1回保険料払込猶予期間」※2中）に再度指定口座へご請求します。（第
2回保険料とともにご請求します。）

　
（
「
ご
契
約
の
し
お
り
・
約
款
」
同
封
）

●
「
お
申
込
み
受
付
の
ご
案
内
」
送
付

●
申
込
書
・
告
知
書
等
書
類
受
付

●
保
険
証
券
の
送
付

●
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
か
ら
ご
利
用
明
細
送
付

●
第
1
回
保
険
料
カ
ー
ド
決
済
（
2
月
分
保
険
料
）

● ●
契
約
日

11日 1日 10日
●
第
2
回
保
険
料
カ
ー
ド
決
済
（
3
月
分
保
険
料
）

10日

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
例
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
有
効
性
等
の
確
認

こ
の
時
点
で
の
満
年
齢
で
保
険
料
が
決
ま
り
ま
す

以後、毎月10日
クレジットカード
にて決済

2月1月 3月 4月 5月

● 保険料のお支払い方法は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　　　　　　   からお選びいただけます。クレジットカード払口座振替（「責任開始期に関する特約」付加）

を選択された場合クレジットカード払 ＜10日カード決済の場合＞

を選択された場合口座振替（「責任開始期に関する特約」付加） ＜保険料振替日は毎月27日（休業日の場合は翌営業日）になります＞

※クレジットカードのお支払日は、お客様がお持ちのクレジットカード規約に基づくお支払日となります。

●
保
険
証
券
の
送
付

　
（
「
ご
契
約
の
し
お
り
・
約
款
」
同
封
）

●
「
お
申
込
み
受
付
の
ご
案
内
」
送
付

● ●
契
約
日

11日 1日 27日
●
第
2
回
保
険
料
口
座
振
替

　（
3
月
分
保
険
料
）

27日

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
例
）

●
第
1
回
保
険
料
振
替
日

　（
2
月
分
保
険
料
）

こ
の
時
点
で
の
満
年
齢
で

保
険
料
が
決
ま
り
ま
す

以後、毎月27日
口座振替

2月1月 3月 4月 5月

6月

6月

お申込み受付から保障の開始（責任開始期）までのスケジュール

●契約者ご本人様名義のクレジットカードに限りご利用いただけます。
●当社がクレジットカードの有効性等を確認した時（告知前に確認した時は告知の時）を保険
期間の始期とします。保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日が責任
開始期となります。

●クレジットカードのご使用状況等の理由によりその有効性等の確認ができない場合、保障
は開始いたしません。

●月払契約の契約日は、保険期間の始期の属する月の翌月1日となります。
　（契約年齢は契約日時点での満年齢となります。） 
●クレジットカードの有効性等が確認（承認番号の取得）できた日が、保険料領収日となります。
●クレジットカードの有効性等が確認できない場合、契約日が遅れて、契約年齢・保険料が上
がることがあります。

●本契約の保険料が変更となった場合は、同封のハガキ記載の保険料にかかわらず、変更後
の保険料がクレジットカードの支払対象保険料となります。なお、保険料が増額となり、当
該増額分保険料について、クレジットカードの有効性等の確認ができない場合、本契約のク
レジットカードでのお取扱いができなくなります。

●クレジットカードの有効性等の確認には、同封のハガキを当社が受付けてから3～ 4営業日
程度必要となります。また、ご提出いただきました同封のハガキに不備がある場合には、さ
らに日数を要することもございますのでご注意ください。

●リボルビング払、ボーナス一括払のお取扱いはしておりません。
●保険料の決済日（ご契約者の口座から、保険料相当額がカード会社によって振り替えられ
る日）は、ご指定のカード会社により異なります。決済日はカード会社とご契約者（カード
会員）との間の約定によりますので、契約時に加入期間中のカード決済日に関する指定・
お約束はいたしかねます。

●カード会社の締切日と当社締切日との関係等により、2か月分をまとめて１度にご請求させて
いただく場合があります。

●同封のハガキは当社に到着後、当社が責任をもって管理します。ご契約の取消等により、
ご提出いただいた同封のハガキが不要となった場合には、当社が責任をもって廃棄等の対
応をします。ご契約者への返却はいたしかねますので、ご了承ください。

●保険契約が成立した後、カード決済日の変更を目的とした異動（変更）手続きには応じられ
ません。

●クーリング・オフ（お申込みの撤回またはご契約の解除）について
　ご契約のお申込日または当社がクレジットカードの有効性等を確認した日のいずれか遅い日
から、その日を含めて8日以内（郵便の消印日有効）であれば、書面を封書などで当社へ郵送
いただくことでクーリング・オフを行なうことができます。

　※書面の記載項目や郵送先、クーリング・オフできない場合など詳細は「注意喚起情報」や「ご
契約のしおり・約款」をご覧ください。

●申込書の有効期限は申込日の属する月の翌月末日までとなります。
●第1回保険料が払い込まれるまでの期間は、保険料の払込方法の変更等ご契約
の変更・保険料の払込の取扱が一部制限されます。
●第1回保険料をお払込みいただく前に、保険金・給付金等のお支払事由または保
険料の払込免除事由が発生した場合、次のようなお取扱いとなります。

　①保険金・給付金等を支払うとき：
　　第1回保険料（※1）を保険金・給付金等から差し引きます。（※2）

　②保険料の払込免除のとき：
　　第1回保険料（※1）をお払込みいただきます。
　※1：第2回以後の保険料の払込期月の契約応当日が到来している場合は、第1回
　　保険料と同様に第2回以後の保険料を差し引きます。

　※2：お支払いする保険金・給付金等が第1回保険料に不足する場合は、第1回保
　　険料をお払込みいただきます。

●当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1回保険料の口座
振替日が第1回保険料払込期間満了日の翌月（左図の場合は3月：「第1回
保険料払込猶予期間」中）になることがあります。この場合、指定口座への
第1回保険料のご請求は一度だけになりますのでご注意ください。（第2回
目保険料とともにご請求します。）
●さらに、「第1回保険料払込猶予期間」中の振替日に第1回保険料が口座振替
できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、「第1回保険料払
込猶予期間」内（「第1回保険料払込期間」満了日の翌々月の末日まで）に保険
料をお払込みください。（第 2回・第 3 回保険料とともに合計3ヵ月分をお払
込みください。）
●第1回保険料払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがなかった場合、ご
契約は「第1回保険料払込猶予期間」満了の日（左図の場合は4/30）の翌日に、
保険期間の始期に遡って無効となります。ご契約が無効となった場合、責任
準備金などその他の返戻金の払戻はありません。また復活のお取扱いはあ
りません。

●クーリング・オフ（お申込みの撤回またはご契約の解除）について
　申込書にご記入をいただいた「お申込日」から、その日を含めて 8 日以内（郵便の消印
日有効）であれば、書面を封書などで当社へ郵送いただくことでクーリング・オフを行な
うことができます。
　※書面の記載項目や郵送先、クーリング・オフできない場合など詳細は「注意喚起情報」
　や「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
●クーリング・オフ期間を過ぎてからご契約をおやめになる場合
　解約のお手続きが必要となりますのでご了承ください。また、第1回保険料払込前に解約
された場合や第 1 回保険料払込猶予期間満了日までに第 1 回保険料の払込みがなかっ
たことにより保険期間の始期に遡ってご契約が無効になった場合は、再び当社商品をお
申込みいただく際に「責任開始期に関する特約｣を付加した口座振替はご利用いただけま
せんのでご注意ください。

申
込
書
・
告
知
書
等
書
類
受
付

「第1回保険料払込猶予期間満了日」までに第1回保険料のお払込みがなかった場合　＜月払契約、保険期間の始期：1月11日　契約日：2月1日の場合＞

第1回保険料払込期間

第1回保険料払込猶予期間
第1回保険料払込期間満了日の
翌月1日から翌々月末日まで

保険期間の始期から
その翌月末日まで

※1

※2保険期間の始期（90日間の免責） 保障の開始（責任開始期）

保険期間の始期から90日を経過した日の翌日
▼

ありありー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー ー ー ー

ー ー ありあり

■この商品には、死亡または高度障害に対する保険金はありません。（被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約
返戻金と同額の返戻金をお支払いします。）

■この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。

責任開始期の前日までにがんと診断確定された場合は、ご契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとに
かかわらず、ご契約は無効とします。
給付金をお支払いできない場合があります。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

保険契約の責任開始期は保険期間の始期から91日目となります。
＊保障内容の詳細は、パンフレット裏面の「保険金・給付金のお支払事由」をご覧ください。

必ずお読み
ください

基本プラン 充実プラン
10年タイプ ※5

Dタイプ Cタイプ
終身タイプ 10年タイプ ※5 終身タイプ

Hタイプ Gタイプ Rタイプ Qタイプ Mタイプ L タイプ

お客様からよくいただくご質問です。お申込の前にご確認ください。
詳細は「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。Q&A

Q
上皮内新生物等の早期のがんも含め、がんを幅広く保障します。

どんながんが対象となりますか？

A
がん治療支援保険ＮＥＯは、上皮内新生物等の早期のがんも含め、幅広くお支払いの対象としています。 また、早期のがんについても同額保障をいたします。 
※ ただし、上皮内新生物に対するお支払いは、保険期間を通じて１回限りです。 対象については「ご契約のしおり・約款」に記載されていますのでご覧ください。

お支払いの対象となる入院は以下のとおりです。

どんな入院が対象となりますか？Q
A
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所※に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。  
がんの「治療を直接の目的とする入院」には、例えば、美容上の処置、治療処置を伴わない検査、リハビリテーションなどの入院は該当しませんのでご注意ください。  
※介護保険法に定める介護療養型医療施設は除きます。

お支払の対象となる通院は以下のとおりです。

どんな通院が対象となりますか？（がん通院特約）Q
A
「通院」とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、病院または診療所（患者を収容する施設を有しないものを含みます。）において、外来による診察、投薬、処置、
手術その他の治療を受けることをいいます。（通院には往診を含みます。）がんの「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取の
みの通院は該当しませんのでご注意ください。

お支払の対象となる手術は以下のとおりです。

どんな手術が対象となりますか？（がん手術特約）Q
A
対象となる手術は、「がん手術特約条項 別表4」に記載された以下の手術となります。
＜手術の種類＞
１．悪性新生物根治手術（ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。）
２．悪性新生物温熱療法（施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度とする。）
３．ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる悪性新生物手術（検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度とする。）
４．その他の悪性新生物手術（ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術を除く。）
５．悪性新生物根治放射線照射（施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度とする。）
※「手術」とは器機、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加えることをいい、ドレナージ、穿刺、神経ブロック、輸血、骨髄移植、さい帯血
移植および術中術後自己血回収術は除きます。

※上記の悪性新生物には、上皮内新生物を含みます。
なお、手術給付金は、手術１回（同一または異なる種類の複数の手術を同一の機会に受けた場合には、１回の手術とします。）につき、保険証券記載の手術給付金額をお
支払いします。

保険期間：10年　保険料払込期間：10年 ＜更新型＞※6

保険期間：10年　保険料払込期間：10年 ＜更新型＞※6

通院 給付金
入院給付金日額と同額
〈がん通院特約〉

（抗がん剤 治療）
月額10万円
〈抗がん剤治療特約〉

治療給付金

診断 給付金

がん（悪性新生物・上皮内新生物）治療
のため、所定の入院をされたとき

入院1日目から

支払日数無制限

がん（悪性新生物・上皮内新生物）治療
のため、所定の通院をされたとき

1回の入院で
45日まで
通算730日限度

保険金・給付金などの種類 お支払事由の概要

がん（悪性新生物・上皮内新生物）治療
のため、所定の先進医療※4を受けられ
たとき、先進医療※4にかかわる技術料
を保障

がん（悪性新生物・上皮内新生物）治療
のため、所定の手術※3・放射線治療
を受けられたとき

回数無制限
ファイバースコープ手術や
放射線治療などは
60日間に1回

入院 給付金
診断給付金額の1/100

先進医療 給付金
〈がん先進医療特約〉

悪性新生物 
初回診断 保険金
〈悪性新生物初回診断特約〉

〈主契約〉

〈主契約〉

保険料払込免除 終身タイプ
のみ〈悪性新生物保険料払込免除特則〉

手術 給付金（放射線治療を含む）
診断給付金額の20/100
〈がん手術特約〉

がん（悪性新生物）と診断確定※1

されたとき、将来の保険料は
いただきません。
＊上皮内新生物は対象外です。

初めてがん（悪性新生物）と
診断確定※1されたとき 1回のみ
＊上皮内新生物は対象外です。

初めてがん（悪性新生物・上皮内新生
物）と診断確定※1されたとき
また、がん（悪性新生物）が再発・転移
したとき※2

回数無制限
2年に1回を限度

＊上皮内新生物の診断給付金の
　お支払いは保険期間を通じて
　１回限りとします。

保障内容

がん（悪性新生物・上皮内新生物）治療
のため、所定の抗がん剤治療
を受けられたとき

基
本
プ
ラ
ン

充
実
プ
ラ
ン

さまざまな治療方法に柔軟に対応できる「がん治療支援保険NEO」。
保険料がお手頃な『基本プラン』と「先進医療保障」「抗がん剤治療保障」をプラスした『充実プラン』からご検討ください。

※1 がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。ただし、病理組織学的所見が得られない場合、その他の所見を認めることがあります。
※2 2回目以降の診断給付金は、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年経過後にお支払事由に該当した場合に限り、お支払いします。
※3 お支払いの対象とならない手術もあります。お支払対象となる手術については「約款」をご覧ください。
※4 先進医療とは、公的医療保険制度の法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療（厚生労働大臣が先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等で行われるものに限りま

す。）をいいます。ただし、療養を受けた時点に公的医療保険制度の給付の対象となっていた場合等は、先進医療とはいいません。また、公的医療保険制度に基づき給付の対象になる費用や、技
術料以外の自己負担となる費用等はお支払いの対象となりません。

※5 更新の際、保険期間を終身に変更することが可能です。
※6 最長90歳まで自動更新が可能です。更新後保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算しますので、更新前の保険料と異なります。

終身タイプのみ 終身タイプのみ 終身タイプのみ 終身タイプのみ

通算
2,000万円
限度

通算
60か月まで

お支払事由該当月ごとに

※サービスは予告なく変更・終了する場合がございます。　※各サービスは当社がグループ会社および提携会社を通じて提供します。

あんしん生命のお客様へのサービス

人間ドック・脳ドック・がんPET検診設備のある施設の中から、お客様のご
希望にかなった施設のご紹介・ご予約・優待割引料金でのご案内を行う
サービスです。ぜひご利用ください。
（注）人間ドック費用・脳ドック費用・がんPET検診費用はお客様のご負担となります。医療機関・検

診内容によっては、割引が適用されない場合もあります。

がん検診や健康診断を定期的に受けていますか？
公的介護保険制度の内容およびその申請方法、施設の種類や入
所、在宅介護サービス利用方法等、介護に関するお悩みに社会福
祉士、介護福祉士、介護支援専門員、看護師等の専門の相談員が
親身にお応えします。

どんなことを「電話相談」できるの？ 

人間ドック・脳ドック・がんPET検診優待サービス介護お悩み電話相談サービス がんお悩み訪問相談サービス

がんお悩み訪問相談サービスでは、専門の相談員が訪問し、お悩
みをおうかがいします。不安やお悩みの原因となっているのは何
なのか、ご一緒に考え、お役に立てるような情報やツールをご提供
いたします。「がん」と診断されたら、お電話ください。

万一「がん」と宣告されたとき、相談できる人はいますか？

保障内容、お申込方法などで
ご不明な点・ご質問などございましたら、
右記のフリーダイヤルまでお気軽に
お問い合せください。

0120-889-564あんしん
サポートデスク

ご対応時間／9:00～18:00　土曜・日曜・祝日及び当社休業日は休みとさせていただいております。

ハ　　　ヤ　　　ク　　　　　コ ー ル 　 ヨ 下記の9ブランドのクレジットカードがご利用いただけます。（デビットカードはご利用いただけません）

お客様のご要望に応じた医療機関をご案内いたしま
す。夜間・休日の救急医療機関や旅先での最寄りの病
院も即座に検索し、所在地、道順、診療科目、受付時間
などの詳細情報をご提供いたします。

出張先などで急遽入院した救急病院から、ご自宅近く
の病院に転院するときなど、民間救急車や航空機特
殊搭乗手続きなど一連の手配を代行します。
※転院・移送の実費についてはお客様のご負担となります。

さまざまな診療科の専門医が、充
分時間をかけて質の高いきめ細か
なアドバイスをします。

事前
予約制

事前
予約制がん専用相談窓口1

医療機関案内4 予約制専門医相談5 転院・患者移送手配6

救急医療機関の第一線で活躍している現役の「救急
専門医」と経験豊富な「看護師」が常駐しており、突
然の病気やケガなど緊急の場合の対処方法を、的確
にアドバイスいたします。

緊急医療相談2
がんに関するさまざまなお悩みに大学病
院の教授・准教授クラスを中心とした、経
験豊富な医師とメディカルソーシャル
ワーカーがお応えします。

ご契約後はご契約者様とご家族の皆様には、                          が無料※でご利用いただけます。メディカルアシスト

常駐する医師と経験豊富な
看護師が、おからだの悩み
や健康についてのご相談に
お応えします。

一般の健康相談3
ご加入者への特典

24時間
365日
24時間
365日
24時間
365日

24時間
365日
24時間
365日
24時間
365日

24時間
365日
24時間
365日
24時間
365日

24時間
365日
24時間
365日
24時間
365日

50万円
1回

5千円
日額

1万円
日額

5千円
日額

1万円
日額

5千円
日額

1万円
日額

5千円
日額

1万円
日額

5千円
日額

1万円
日額

5千円
日額

1万円
日額

5千円
日額

1万円
日額

5千円
日額

1万円
日額

100万円
1回

50万円
1回

100万円
1回

50万円
1回

2,000万円通算

10万円1ヶ月ごと

100万円
1回

50万円
1回

50万円
1回

50万円
1回

50万円
1回

50万円
1回

100万円
1回

10万円
1回

20万円
1回

10万円
1回

20万円
1回

10万円
1回

20万円
1回

10万円
1回

20万円
1回



月払保険料表
（クレジットカード払扱・口座振替扱） 男性

（2015年7月現在 ／ 単位 ： 円） ※主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、抗がん剤治療特約およびがん先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は、10年10年になります。
　更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、上記保険料とは異なる場合があります。

基本プラン
10年タイプ 終身タイプ

ご契約
年齢
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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歳
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歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
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1,538 
1,699 
1,877 
2,073 
2,269 
2,476 
2,701 
2,938 
3,194 
3,468 
3,754 
4,053 
4,362 
4,678 
4,996 
5,320 
5,651 
5,983 
6,320 
6,655 
6,997 
7,348 
7,717 
8,099 
8,513 
8,948 
9,403 
9,878 
10,374 
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1,514 
1,590 
1,646 
1,712 
1,795 
1,894 
2,014 
2,155 
2,341 
2,589 
2,866 
3,171 
3,462 
3,769 
4,103 
4,449 
4,823 
5,223 
5,637 
6,069 
6,511 
6,962 
7,407 
7,865 
8,330 
8,797 
9,272 
9,750 
10,233 
10,739 
11,272 
11,832 
12,439 
13,085 
13,758 
14,468 
15,204 

938 
955 
974 
993 
1,013 
1,033 
1,056 
1,079 
1,102 
1,128 
1,156 
1,179 
1,205 
1,235 
1,263 
1,295 
1,326 
1,363 
1,403 
1,443 
1,485 
1,525 
1,566 
1,617 
1,665 
1,717 
1,770 
1,829 
1,895 
1,958 
2,027 
2,099 
2,171 
2,251 
2,334 
2,428 
2,524 
2,631 
2,741 
2,863 
2,990 
3,136 
3,291 
3,456 
3,629 
3,817 
4,035 
4,260 
4,505 
4,757 
5,028 
5,319 
5,621 
5,943 
6,272 
6,626 
6,985 
7,365 
7,751 
8,157 
8,568 
8,980 
9,387 
9,812 
10,222 
10,642 
11,045 
11,466 
11,877 
12,314 
12,754 
13,297 
13,855 
14,455 
15,067 
15,717 

1,359 
1,386 
1,419 
1,451 
1,484 
1,518 
1,555 
1,594 
1,631 
1,673 
1,720 
1,756 
1,797 
1,848 
1,891 
1,942 
1,992 
2,050 
2,115 
2,179 
2,246 
2,308 
2,373 
2,455 
2,532 
2,614 
2,698 
2,791 
2,896 
2,997 
3,105 
3,221 
3,331 
3,460 
3,587 
3,739 
3,889 
4,059 
4,234 
4,428 
4,631 
4,909 
5,193 
5,501 
5,814 
6,164 
6,525 
6,896 
7,303 
7,721 
8,171 
8,646 
9,139 
9,665 
10,202 
10,779 
11,363 
11,982 
12,608 
13,267 
13,932 
14,594 
15,242 
15,916 
16,565 
17,227 
17,859 
18,520 
19,168 
19,857 
20,551 
21,440 
22,359 
23,346 
24,359 
25,435 

充実プラン
10年タイプ 終身タイプ

ご契約
年齢
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

歳
歳
歳
歳
歳
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歳
歳
歳
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歳
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歳
歳
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歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳

Dタイプ Cタイプ Hタイプ Gタイプ Rタイプ Qタイプ Mタイプ Lタイプ
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1,522 
1,609 
1,703 
1,787 
1,898 
2,025 
2,170 
2,351 
2,577 
2,828 
3,126 
3,452 
3,788 
4,145 
4,540 
4,957 
5,423 
5,907 
6,423 
6,972 
7,521 
8,107 
8,695 
9,289 
9,900 
10,512 
11,149 
11,784 
12,426 
13,067 
13,726 
14,388 
15,182 
15,967 
16,762 
17,527 
18,283 

ー 　
ー 　
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1,516 
1,585 
1,659 
1,727 
1,802 
1,904 
2,013 
2,129 
2,235 
2,351 
2,504 
2,673 
2,873 
3,094 
3,380 
3,718 
4,115 
4,550 
4,981 
5,438 
5,942 
6,468 
7,052 
7,662 
8,306 
8,988 
9,670 
10,391 
11,106 
11,834 
12,579 
13,326 
14,101 
14,879 
15,662 
16,458 
17,281 
18,121 
19,108 
20,104 
21,117 
22,117 
23,113 

1,209 
1,226 
1,245 
1,264 
1,283 
1,303 
1,326 
1,349 
1,362 
1,388 
1,416 
1,439 
1,465 
1,495 
1,524 
1,556 
1,587 
1,634 
1,684 
1,724 
1,766 
1,796 
1,837 
1,878 
1,916 
1,959 
2,022 
2,101 
2,187 
2,260 
2,359 
2,451 
2,553 
2,653 
2,767 
2,901 
3,027 
3,165 
3,325 
3,508 
3,695 
3,912 
4,148 
4,424 
4,707 
5,017 
5,376 
5,762 
6,169 
6,632 
7,125 
7,647 
8,211 
8,815 
9,446 
10,152 
10,873 
11,635 
12,413 
13,220 
14,042 
14,886 
15,704 
16,539 
17,340 
18,150 
18,933 
19,714 
20,465 
21,242 
21,992 
22,975 
23,943 
24,932 
25,854 
26,774 

1,630 
1,657 
1,690 
1,722 
1,754 
1,788 
1,825 
1,864 
1,891 
1,933 
1,980 
2,016 
2,057 
2,108 
2,152 
2,203 
2,253 
2,321 
2,396 
2,460 
2,527 
2,579 
2,644 
2,716 
2,783 
2,856 
2,950 
3,063 
3,188 
3,299 
3,437 
3,573 
3,713 
3,862 
4,020 
4,212 
4,392 
4,593 
4,818 
5,073 
5,336 
5,685 
6,050 
6,469 
6,892 
7,364 
7,866 
8,398 
8,967 
9,596 
10,268 
10,974 
11,729 
12,537 
13,376 
14,305 
15,251 
16,252 
17,270 
18,330 
19,406 
20,500 
21,559 
22,643 
23,683 
24,735 
25,747 
26,768 
27,756 
28,785 
29,789 
31,118 
32,447 
33,823 
35,146 
36,492 



女性月払保険料表
（クレジットカード払扱・口座振替扱）

（2015年7月現在 ／ 単位 ： 円） ※主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、抗がん剤治療特約およびがん先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は、10年10年になります。
　更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、上記保険料とは異なる場合があります。

募資 15-KL04-T014　GKL04-111   ’15.7新（部）営企ライフプロ保管（2.0）

基本プラン
10年タイプ 終身タイプ

ご契約
年齢
0
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12
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24
25
26
27
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29
30
31
32
33
34
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36
37
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39
40
41
42
43
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45
46
47
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1,537 
1,599 
1,643 
1,683 
1,719 
1,755 
1,789 
1,821 
1,857 
1,895 
1,937 
1,984 
2,048 
2,118 
2,193 
2,271 
2,350 
2,431 
2,514 
2,597 
2,682 
2,768 
2,858 
2,947 
3,034 
3,129 
3,236 
3,356 
3,490 
3,637 
3,802 
3,999 
4,202 
4,430 
4,687 
4,948 
5,226 
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1,518 
1,582 
1,642 
1,718 
1,795 
1,875 
1,952 
2,039 
2,124 
2,209 
2,283 
2,360 
2,421 
2,477 
2,528 
2,577 
2,624 
2,669 
2,719 
2,772 
2,833 
2,902 
2,986 
3,078 
3,176 
3,279 
3,383 
3,491 
3,600 
3,706 
3,813 
3,920 
4,030 
4,137 
4,238 
4,346 
4,464 
4,593 
4,737 
4,891 
5,065 
5,282 
5,489 
5,724 
5,986 
6,251 
6,530 

873 
890 
910 
929 
949 
968 
989 
1,012 
1,034 
1,060 
1,087 
1,116 
1,140 
1,170 
1,198 
1,235 
1,265 
1,304 
1,339 
1,383 
1,428 
1,463 
1,506 
1,546 
1,593 
1,635 
1,684 
1,731 
1,785 
1,835 
1,890 
1,941 
1,994 
2,054 
2,110 
2,164 
2,231 
2,296 
2,372 
2,438 
2,504 
2,572 
2,639 
2,711 
2,774 
2,840 
2,904 
2,970 
3,040 
3,109 
3,183 
3,288 
3,395 
3,512 
3,629 
3,756 
3,882 
4,016 
4,148 
4,292 
4,440 
4,593 
4,753 
4,918 
5,096 
5,276 
5,474 
5,679 
5,905 
6,144 
6,415 
6,721 
7,053 
7,429 
7,818 
8,238 

1,361 
1,389 
1,421 
1,454 
1,485 
1,518 
1,551 
1,588 
1,626 
1,667 
1,711 
1,759 
1,795 
1,845 
1,890 
1,949 
1,997 
2,060 
2,115 
2,187 
2,260 
2,313 
2,381 
2,442 
2,516 
2,580 
2,656 
2,730 
2,814 
2,890 
2,975 
3,052 
3,132 
3,222 
3,307 
3,387 
3,475 
3,560 
3,657 
3,743 
3,828 
3,936 
4,042 
4,155 
4,254 
4,356 
4,458 
4,558 
4,669 
4,777 
4,892 
5,044 
5,201 
5,371 
5,542 
5,726 
5,906 
6,098 
6,287 
6,493 
6,702 
6,914 
7,138 
7,363 
7,607 
7,850 
8,119 
8,395 
8,700 
9,024 
9,393 
9,815 
10,275 
10,795 
11,337 
11,926 

充実プラン
10年タイプ 終身タイプ

ご契約
年齢
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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30
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳
歳

Dタイプ Cタイプ Hタイプ Gタイプ Rタイプ Qタイプ Mタイプ Lタイプ
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
1,522 
1,623 
1,734 
1,858 
1,993 
2,128 
2,276 
2,424 
2,565 
2,696 
2,838 
2,952 
3,062 
3,158 
3,264 
3,358 
3,460 
3,556 
3,654 
3,766 
3,883 
4,017 
4,157 
4,302 
4,450 
4,599 
4,750 
4,903 
5,036 
5,191 
5,347 
5,507 
5,666 
5,833 
5,998 
6,175 
6,355 
6,539 
6,726 
6,921 
7,138 
7,471 
7,819 
8,186 
8,547 
8,915 

ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
ー 　
1,509 
1,541 
1,591 
1,647 
1,725 
1,800 
1,887 
1,977 
2,091 
2,211 
2,347 
2,494 
2,654 
2,811 
2,978 
3,143 
3,298 
3,442 
3,599 
3,730 
3,856 
3,967 
4,086 
4,193 
4,308 
4,418 
4,531 
4,662 
4,801 
4,955 
5,117 
5,285 
5,458 
5,632 
5,810 
5,989 
6,145 
6,322 
6,499 
6,679 
6,856 
7,037 
7,215 
7,403 
7,592 
7,786 
7,980 
8,184 
8,421 
8,758 
9,113 
9,485 
9,850 
10,219 

1,093 
1,110 
1,130 
1,149 
1,169 
1,188 
1,209 
1,242 
1,264 
1,290 
1,327 
1,356 
1,390 
1,431 
1,479 
1,526 
1,556 
1,605 
1,661 
1,715 
1,780 
1,816 
1,879 
1,919 
1,987 
2,049 
2,139 
2,226 
2,321 
2,421 
2,537 
2,669 
2,813 
2,964 
3,131 
3,297 
3,475 
3,651 
3,818 
3,985 
4,152 
4,321 
4,478 
4,631 
4,774 
4,920 
5,064 
5,200 
5,341 
5,500 
5,654 
5,839 
6,026 
6,223 
6,431 
6,638 
6,834 
7,048 
7,229 
7,443 
7,651 
7,873 
8,103 
8,337 
8,574 
8,823 
9,071 
9,315 
9,581 
9,850 
10,140 
10,586 
11,059 
11,565 
12,064 
12,584 

1,581 
1,609 
1,641 
1,674 
1,705 
1,738 
1,771 
1,818 
1,856 
1,897 
1,951 
1,999 
2,045 
2,106 
2,171 
2,240 
2,288 
2,361 
2,437 
2,519 
2,612 
2,666 
2,754 
2,815 
2,910 
2,994 
3,111 
3,225 
3,350 
3,476 
3,622 
3,780 
3,951 
4,132 
4,328 
4,520 
4,719 
4,915 
5,103 
5,290 
5,476 
5,685 
5,881 
6,075 
6,254 
6,436 
6,618 
6,788 
6,970 
7,168 
7,363 
7,595 
7,832 
8,082 
8,344 
8,608 
8,858 
9,130 
9,368 
9,644 
9,913 
10,194 
10,488 
10,782 
11,085 
11,397 
11,716 
12,031 
12,376 
12,730 
13,118 
13,680 
14,281 
14,931 
15,583 
16,272 


